
る
。
改
正
を
裁
可
し
た
の
は
ほ
か
な
ら
ぬ
天
皇
で
あ

り
、
な
ら
ば
日
本
国
憲
法
は
天
皇
を
裁
く
の
は
不
可

能
と
な
る
。
さ
ら
に
、
日
本
国
憲
法
が
帝
国
憲
法
か

ら
の
連
続
な
ら
ば
、
植
民
地
支
配
し
た
朝
鮮
・
韓
国

な
ど
の
「
外
側
」
の
問
題
は
素
通
り
さ
れ
て
し
ま
う
。

日
本
国
憲
法
と
帝
国
憲
法
の
連
続
は
、
ブ
ッ
ク
デ

ザ
イ
ン
の
問
題
で
も
あ
る
。
、
ブ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
は
文

字
を
あ
つ
か
う
し
ご
と
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の
文
字

と
密
接
に
関
わ
る
の
が
現
代
仮
名
づ
か
い
で
あ
る
。

「
終
戦
の
詔
勅
」
が
旧
仮
名
遣
い
で
漢
文
調
な
の
に

対
し
、
わ
ず
か
胆
ヵ
月
後
の
昭
和
皿
年
ｎ
月
３
日
に

は
、
現
代
仮
名
づ
か
い
に
よ
る
日
本
国
憲
法
が
生
ま

山
城
む
つ
み
の
著
書
『
連
続
す
る
問
題
』
（
幻
戯
書

房
，
２
０
１
３
年
）
は
、
そ
の
書
名
を
、
中
野
重
治
「
連

続
す
る
問
題
」
に
ち
な
ん
で
い
る
。
中
野
に
は
「
連

続
す
る
問
題
」
な
る
エ
ッ
セ
イ
作
品
が
あ
り
、
編

集
者
が
全
集
を
編
墓
す
る
際
に
、
「
連
続
す
る
問
題
」

を
ふ
く
む
評
論
・
随
筆
群
を
、
『
連
続
す
る
問
題
』

と
名
づ
け
た
。

〈
連
続
す
る
問
題
〉
な
る
モ
チ
ー
フ
の
も
と
に
、

山
城
は
中
野
の
な
に
を
引
き
継
ご
う
と
す
る
の
か
。

山
城
の
こ
の
批
評
集
じ
た
い
が
、
中
野
の
文
学
作

品
「
五
勺
の
酒
」
の

読
解
害
だ
と
も
思
え

る
。
「
五
勺
の
酒
」
は
、

中
学
校
長
が
友
人
に

書
く
手
紙
ス
タ
イ
ル

を
と
っ
た
短
篇
作
品

だ
。
日
本
国
憲
法
が
、

「
明
治
天
皇
の
誕
生

日
に
、
し
か
も
昭
和
天
皇
の
『
公
布
の
詔
』
を
添
え

る
か
た
ち
で
公
布
さ
れ
」
（
山
城
）
た
そ
の
日
、
校

長
は
共
産
党
員
の
友
人
を
訪
ね
る
が
不
在
だ
。
校
長

は
そ
の
夜
、
憲
法
公
布
を
記
念
し
て
特
別
配
給
さ
れ

し
や
く

た
酒
を
五
勺
だ
け
呑
み
、
酔
い
な
が
ら
、
議
論
し
た

か
っ
た
こ
と
が
ら
を
友
人
に
む
け
て
し
た
た
め
る
。

「
五
勺
の
酒
」
は
、
新
憲
法
発
布
の
記
念
式
典
に

集
ま
る
人
び
と
の
よ
う
す
と
、
戦
時
中
の
「
暁
天
動

員
」
と
が
、
集
会
中
と
解
散
後
の
「
精
神
の
は
や
が

わ
り
」
に
お
い
て
、
「
ま
っ
た
く
、
ま
っ
た
く
同
じ
だ
っ

た
」
と
書
く
。
こ
の
作
品
は
、
日
本
国
憲
法
を
境
に

し
て
、
な
に
が
変
わ
り
、
な
に
が
変
わ
ら
な
か
っ
た

し
て
、
旧
仮
名
遣
い
か
ら
現
代
仮
名
づ
か
い
へ
と
転

換
し
た
と
み
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
敗
戦
前
か
ら
の

連
続
と
す
る
の
か
。
日
本
国
憲
法
を
変
え
て
は
な
ら

な
い
と
思
う
。
だ
が
、
日
本
国
憲
法
の
「
改
正
さ
れ

た
来
歴
」
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
不
可
侵
の
も
の

と
し
て
護
持
す
る
の
で
は
な
く
、
動
的
に
日
本
国
憲

法
を
守
っ
て
い
き
た
い
。

市民の意見Ｎｏ．１３９２０１３/８／１

動
的
な
来
歴

か
、
つ
ま
り
は
、
人
び
と
が
無
意
識
の
な
か
へ
葬
り

さ
っ
て
し
ま
っ
た
な
に
か
を
、
繊
細
な
皮
層
感
覚
で
、

粘
り
づ
よ
く
二
者
択
一
を
回
避
し
な
が
ら
綴
る
。

山
城
は
、
「
五
勺
の
酒
」
か
ら
、
「
敗
戦
前
か
ら
戦

後
に
何
か
が
決
定
的
に
連
続
し
、
そ
の
連
続
が
公
認

さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
校
長
は
そ
れ
に
未
練
を
感

じ
て
酒
を
飲
ん
だ
の
で
あ
る
」
と
読
み
と
る
。
「
決

定
的
な
連
続
」
の
ひ
と
つ
が
、
日
本
国
憲
法
が
帝
国

憲
法
の
「
改
正
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
だ
。

改
正
で
あ
る
ゆ
え
に
「
公
布
の
詔
」
が
付
さ
れ
て
い

ル
ー
ル
が
簡
単
だ
と
さ
れ
る
現

代
仮
名
づ
か
い
は
、
外
地
で
の

日
本
語
教
育
の
た
め
に
推
さ
れ

た
来
歴
を
も
つ
。

現
用
さ
れ
る
仮
名
づ
か
い
と
、

霧
社
事
件
を
あ
つ
か
っ
た
台
湾

映
画
『
セ
デ
ッ
ク
・
バ
レ
』
は

連
続
し
て
い
る
。
敗
戦
を
境
に

れ
て
い
る
。
そ
の
２
日
後
、
「
現
代
仮
名
づ
か
い
の

要
領
」
が
内
閣
告
示
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

旧
仮
名
遣
い
に
よ
る
「
終
戦
の
詔
勅
」
か
ら
現
代

仮
名
づ
か
い
で
の
日
本
国
憲
法
へ
の
転
換
に
、
言
文

一
致
運
動
と
民
主
的
な
日
本
社
会
の
成
立
と
の
連
関

を
み
る
向
き
も
あ
る
。
し
か
し
、
現
代
仮
名
づ
か
い

が
敗
戦
前
に
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
国
語
国

字
問
題
と
は
、
日
本
語
の
『
外
地
』
な
ど
へ
の
普
及

問
題
と
切
り
離
せ
な
か
っ
た
」
（
安
田
敏
朗
『
国
語
審

議
会
迷
走
の
帥
年
』
講
談
社
現
代
新
書
、
２
０
０
７
年
）
。

2７

（
す
ず
き
。
ひ
と
し
／
ブ
ッ
ク
・
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
題
字
デ
ザ

イ
ン
も
筆
鯉
者
）
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